４　理事のうち２名は、理事の互選により、副理事長となる。
５　理事のうち１名は、理事の互選により、常務理事となる。
６　副理事長は理事長を補佐する。

７　常務理事は理事長、副理事長を補佐し、理事長の命を受けてこの法人の常務を処理する。
８　役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理

事のうちに２名を越えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならな

い。

（役員の任期）
第６条　役員の任期は２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　役員は再任されることができる。
３　理事長、副理事長、常務理事の任期は、理事として在任する期間とする。
（役員の選任等）
第７条　理事は、評議員会において選し、理事長が委嘱する。
２　監事は、評議員会において選任する。
３　監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することが

できない。
（役員の報酬等）
第８条　役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあるこ

とのみによっては、支給しない。
２　役員には費用を弁償することができる。
３　前２項に関し必要な事項は、評議員会の承認、理事会の議決を経て、理事長が別に定め

る。

（理事会）
第９条　この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日
常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

２　理事会は、理事長がこれを招集する。

３　理事会は、理事総数の３分の１以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して

理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から１週間以内にこれを招集し

なければならない。
４　理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
５　理事会は、理事総数の３分の２以上の出席がなければ、その議事を開き、議決すること
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